
 

朝霞市条例第１号 

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成８年朝霞市条例第２１号）

の一部を次のように改正する。 

第１１条中「介護時間」の次に「、子育て時間」を加える。 

第１５条の５を第１５条の６とし、第１５条の４を第１５条の５とし、第１

５条の３を第１５条の４とし、第１５条の２の次に次の１条を加える。 

（子育て時間） 

第１５条の３　子育て時間は、職員（育児短時間勤務職員等を除く。）が６歳

に達する日以後の最初の４月１日から９歳に達する日以後の最初の３月３１

日までの間にある子を養育するため、１日の勤務時間の一部につき勤務しな

いことが相当であると認められる場合における休暇とする。 

２　子育て時間の時間は、１日につき２時間を超えない範囲内で必要と認めら

れる時間とする。 

３　子育て時間については、朝霞市職員の給与に関する条例第１１条第１項の

規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、同条例第１５条第１項に

規定する勤務１時間当たりの給与額を減額する。 

第１７条（見出しを含む。）中「介護時間」の次に「、子育て時間」を加え

る。 

附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

　（朝霞市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正） 

２　朝霞市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成元年朝霞市条例

第２９号）の一部を次のように改正する。 

　　第１７条第３項中「又は介護時間」を「、介護時間」に改め、「を勤務し

ないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。）」の次に

「又は子育て時間（当該職員が６歳に達する日以後の最初の４月１日から９

歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子を養育するため１日

の勤務時間の一部（２時間を超えない範囲内の時間に限る。）を勤務しない

ことが相当であると認められる場合における休暇をいう。）」を加える。 

（朝霞市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

３　朝霞市職員の育児休業等に関する条例（平成４年朝霞市条例第１０号）の

一部を次のように改正する。 

　　第２０条第２項中「又は同条例第１５条の２の規定による介護時間」を「、



 

勤務時間条例第１５条の２の規定による介護時間又は勤務時間条例第１５条

の３の規定による子育て時間」に、「又は当該介護時間」を「、当該介護時

間又は当該子育て時間」に改める。


